
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　移動局（ＭＳ）と固定局（ＢＴＳ，ＢＳＣ，ＭＳＣ，エージェント）とを具備する無線
電話システムであって、該移動局は、該固定局に関して、第１パラメータの格納が可能で
あり、該固定局は、該移動局関して、第２パラメータの格納が可能である無線電話システ
ムにおいて、
　仮想データ通信チャンネルの経路を確保することにより、前記移動局と前記固定局との
間でパケットデータを伝送する場合に素早くパケットデータ通信チャンネルを形成するた
めに、認証が実施されかつ暗号化が設定されてはいるが確保された経路を欠いている仮想
データ通信チャンネルを該移動局と該固定局との間に形成するのに前記第１及び第２パラ
メータを使用可能であることを特徴とする無線電話システム。
【請求項２】
　データ通信能力をもつ移動局（ＭＳ）が前記固定局（ＢＴＳ，ＢＳＣ，ＭＳＣ，エージ
ェント）に登録する時に前記仮想データ通信チャンネルを形成するようになっている、請
求項１に記載のシステム。
【請求項３】
　前記固定局（ＢＴＳ，ＢＳＣ，ＭＳＣ，エージェント）に登録された移動局（ＭＳ）が
、パケットデータ通信チャンネルの設定を要求する時に前記仮想データ通信チャンネルを
形成するようになっている、請求項１又は２に記載のシステム。
【請求項４】
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　通常、前記移動局（ＭＳ）と前記固定局（ＢＴＳ，ＢＳＣ，ＭＳＣ，エージェント）と
の間で音声通信のために確保されるトラフィックチャンネルを形成する手段をさらに具備
する請求項１～３のいずれか１項に記載のシステムであって、通常、音声通信のために確
保されるチャンネル（ＴＣＨ）が前記パケットデータ通信チャンネルのために確保される
経路であるシステム。
【請求項５】
　前記移動局（ＭＳ）と前記固定局（ＢＴＳ，ＢＳＣ，ＭＳＣ，エージェント）との間で
制御チャンネルを形成する手段をさらに具備する請求項１～３のいずれか一項に記載のシ
ステムであって、１つの制御チャンネル（ＲＡＣＨ，ＰＣＨ，ＡＧＣＨ）が前記パケット
データ通信チャンネルのために確保される経路であるシステム。
【請求項６】
　前記移動局（ＭＳ），前記固定局（ＢＴＳ，ＢＳＣ，ＭＳＣ，エージェント），及び外
部通信ネットワーク（広域ネットワーク、リモートＬＡＮ）間での通信を制御するための
制御手段（エージェント）が設けられている、請求項１～５のいずれか一項に記載のシス
テム。
【請求項７】
　移動スイッチングセンタ（ＭＳＣ）と、該移動スイッチングセンタに接続されるベース
局コントローラ（ＢＳＣ）と、該ベース局コントローラに接続される複数のベース局（Ｂ
ＴＳ）と、複数の移動局（ＭＳ）と、を備えるデジタル時分割セルラーネットワークを具
備してデータサービスを提供する、請求項１～６のいずれか一項に記載のシステムであっ
て、該システムは音声及びデータを転送するためのトラフィックチャンネルと該トラフィ
ックチャンネルと関連する制御チャンネルを前記移動局と前記ベース局との間に形成する
手段を備え、該制御チャンネルが、
　前記移動局がトラヒックチャンネルを要求するのに用いるランダムアクセスチャンネル
（ＲＡＣＨ）と、
　ベース局が移動局にページング信号を送るのに用いる共通ページングチャンネル（ＰＣ
Ｈ）と、
　前記ベース局が前記移動局に割り当てられる前記トラヒックチャンネルを該移動局に知
らせるのに用いられるアクセス許可チャンネル（ＡＧＣＨ）と、
を備え、
前記制御手段はパケットデータサービスユニット（エージェント）であり且つ前記セルラ
ーネットワークをデータネットワーク（広域ネットワーク、リモートＬＡＮ）に接続する
ために前記移動スイッチングセンタに接続されるシステム。
【請求項８】
　前記複数の移動局（ＭＳ）の少なくとも１つを前記パケットデータサービスユニット（
エージェント）に切り替え且つ前記データネットワークへの接続設定をシグナリングする
ための手段と、
　移動局と前記パケットデータサービスユニットに、お互いに関するいくつかのパラメー
タを格納するための手段であって、該パラメータは無線リンクプロトコルを含み且つ前記
仮想データ通信チャンネルを形成するための手段と、
　データパケットを転送または受信するための、移動局からの要求に応じて、前記移動局
と前記ベース局との間にパケットデータ転送チャンネルを、前記仮想データ通信チャンネ
ルのパラメータを使用して形成する手段であって、該パケットデータ転送チャンネルが、
前記移動局と前記ベース局（ＢＴＳ）との間で無線チャンネルを有する第１部分と、前記
ベース局と前記パケットデータサービスユニットとの間のディジタルトランクでタイムス
ロットを有する第２部分とを備える手段と、
　前記パケットデータ転送チャンネルによりパケットを転送するための手段と、
　前記パケットデータ転送チャンネルによるパケット転送の終了に応じて、少なくとも前
記無線チャンネルを分解する手段と、
　前記パケットデータサービスユニットから移動局を解放するまで、前記の仮想チャンネ
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ルを維持する手段と、
　を具備する請求項７に記載のシステム。
【請求項９】
　前記パケットデータサービスユニット（エージェント）が、
　前記移動スイッチングセンタ（ＭＳＣ）の制御の下でパケットデータサービスに接続さ
れる全ての移動局（ＭＳ）をレジスタに登録するための手段と、
　前記移動局に向けられたどのデータパケットも前記移動局に知らせるための手段と、
　前記移動局により送信された前記ネットワークに向けられたデータパケットを転送する
ための手段と、
　前記ネットワークから前記移動局にメッセージを転送するための手段と、
　データパケットをバッファリングするための手段と、
　暗号化及び復号化を実行するための手段と、
　前記移動局への送信データ及び該移動局からの送信データを圧縮及び圧縮解除するため
の手段と、
　前記移動局の位置に関するデータベースを更新するための手段と、
　前記ページングチャンネルに向けられたデータパケットを受信するための手段と、
　前記移動局が前記パケットデータサービスから切り離された後、該移動局を前記レジス
タから取り除くための手段と、
　を具備する請求項７又は８に記載のシステム。
【請求項１０】
　前記パケットデータサービスユニット（エージェント）は、前記ネットワーク層からの
データパケットを仮想チャンネルプロトコルパケットに適合させることが可能であり、該
仮想チャンネルプロトコルパケットが、１つ以上の無線トラヒックプロトコルフレームで
構成されている、請求項７～９のいずれか一項に記載のシステム。
【請求項１１】
　仮想チャンネルプロトコルパケットには、パケットの内容にシグナリングデータが含ま
れているか、あるいは上位の層のデータパケットが含まれているかを示す識別部分が設け
られている、請求項１０に記載のシステム。
【請求項１２】
　移動局（ＭＳ）がデータパケットの送信を要求するときに、該移動局が、前記パケット
データ通信チャンネルを形成するための要求を前記ランダムアクセスチャンネル（ＲＡＣ
Ｈ）上で送信し、この要求が、前記ネットワークの標準チャンネル要求の変形形態である
、請求項７～１１のいずれか一項に記載のシステム。
【請求項１３】
　データパケットが前記移動局（ＭＳ）に転送されるときに前記ベース局（ＢＴＳ）が該
移動局にデータパケット転送がある旨のメッセージを前記共通ページングチャンネル（Ｐ
ＣＨ）で送ることにより、該移動局が、該ベース局に前記パケットデータ通信チャンネル
を確立するための要求を前記ランダムアクセスチャンネル（ＲＡＣＨ）で送信し、この要
求が、前記ネットワークの標準チャンネル要求の変形形態である、請求項７～１２のいず
れか一項に記載のシステム。
【請求項１４】
　前記ベース局（ＢＴＳ）は、前記移動局（ＭＳ）にシグナリングに使用される制御チャ
ンネルデータ、及び前記パケットデータ通信チャンネルを形成する場合に確保すべきチャ
ンネル関するデータを送信する、請求項１２又は１３に記載のシステム。
【請求項１５】
　前記移動局（ＭＳ）及び前記パケットデータサービスユニット（エージェント）の間の
シグナリングの後に、前記パケットデータ転送チャンネルの第２部分が形成され、該パケ
ットデータ転送チャンネルの全体が、パケット転送のために準備状態となる請求項１４に
記載のシステム。
【請求項１６】
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　前記シグナリングは、前記ネットワークの専用高速アクセスチャンネル（ＦＡＣＣＨ）
上で実行される、請求項１５に記載のシステム。
【請求項１７】
　前記パケットデータ転送チャンネルの第２部分が、前記ベース局（ＢＴＳ）の前記ベー
ス局コントローラ（ＢＴＣ）から前記パケットデータサービスユニット（エージェント）
への直接的なＰＣＭ接続であり、該パケットデータ転送チャンネルの第２部分が、パケッ
トデータ転送が発生しているかどうかとは無関係にアクティブである、請求項７～１６の
いずれか一項に記載のシステム。
【請求項１８】
　前記パケットデータ転送チャンネルの第２部分が、ＰＣＭトランクラインの可変タイム
スロットであり、前記第２部分が、前記パケットデータ転送終了後に分解される、請求項
７～１７のいずれか一項に記載のシステム。
【請求項１９】
　前記パケットデータ転送チャンネルの第１部分が、トラヒックチャンネル（ＴＣＨ）で
ある、請求項７～１８のいずれか一項に記載のシステム。
【請求項２０】
　前記パケットデータ転送チャンネルの第１部分は、パケットデータが前記移動局（ＭＳ
）から前記パケットデータサービスユニット（エージェント）に転送されるときにはラン
ダムアクセスチャンネル（ＲＡＣＨ）を備え、パケットデータが該パケットデータサービ
スユニットから該移動局に転送されるときには共通ページングチャンネル（ＰＣＨ）を備
える、請求項７～１８のいずれか一項に記載のシステム。
【請求項２１】
　パケットデータの転送中、前記パケットデータ転送チャンネルの第１部分が、前記トラ
ヒックチャンネル（ＴＣＨ），前記ランダムアクセスチャンネル（ＲＡＣＨ），及び前記
共通ページングチャンネル（ＰＣＨ）で構成されるグループから選択される、請求項７～
１８のいずれか一項に記載のシステム。
【請求項２２】
　セルの全ての移動局（ＭＳ）に送信される放送ページングメッセージ及び特定の移動局
に送信されるマルチキャストページングメッセージが、放送及びマルチキャストプロトコ
ルのデータ部分でそれぞれ送信される、請求項７～２１のいずれか一項に記載のシステム
。
【請求項２３】
　前記第１及び第２パラメータが認証時に使用されるパラメータである請求項１～２２の
いずれか一項に記載のシステム。
【請求項２４】
　前記第１及び第２パラメータが暗号化の時に使用されるパラメータである請求項１～２
３のいずれか一項に記載のシステム。
【請求項２５】
　前記第１及び第２パラメータが無線リンクプロトコルを形成する時に使用されるパラメ
ータである請求項１～２４のいずれか一項に記載のシステム。
【請求項２６】
　前記第１及び第２パラメータのうちの少なくとも１つが暫定識別番号（ＴＭＳＩ）であ
る請求項１～２５のいずれか一項に記載のシステム。
【請求項２７】
　前記移動局（ＭＳ）から前記固定局（ＢＴＳ，ＢＳＣ，ＭＳＣ，エージェント）にチャ
ンネル要求を送信することにより、前記仮想データ通信チャンネルを形成する手段と、
　無線チャンネルを割り当てる手段と、
　前記の割り当てられた無線チャンネルで前記移動局を認証する手段と、
　前記移動局と前記固定局との間で暗号化通信を開始する手段と、
　前記移動局に暫定識別番号（ＴＭＳＩ）を割り当てる手段と、

10

20

30

40

50

(4) JP 3842805 B2 2006.11.8



を具備する請求項１～２６のいずれか一項に記載のシステム。
【請求項２８】
　前記割り当てられた無線チャンネルが制御チャンネルである請求項２７に記載のシステ
ム。
【請求項２９】
　無線リンクプロトコルを確立することにより前記仮想データ通信チャンネルを形成し、
かつ前記移動局（ＭＳ）が前記データパケットサービスから解放されるまで該無線リンク
プロトコルを維持する手段を具備する請求項１～２８のいずれか一項に記載のシステム。
【請求項３０】
　前記パケットデータ通信チャンネルが解放された後、前記仮想データ通信チャンネルの
維持が可能である請求項１～２９のいずれか一項に記載のシステム。
【請求項３１】
　無線電話ネットワーク内でデータを送信するための方法であって、
　固定局（ＢＴＳ，ＢＳＣ，ＭＳＣ，エージェント）に関して、第１パラメータを移動局
（ＭＳ）に格納するステップと、
　前記移動局に関して、第２パラメータを前記固定局に格納するステップと、
　を有する方法において、
　仮想データ通信チャンネルの経路を確保することにより、該移動局と該固定局との間で
パケットデータを伝送する場合に素早くパケットデータ通信チャンネルを形成するために
、認証が実施されかつ暗号化が設定されてはいるが確保された経路を欠いている仮想デー
タ通信チャンネルを該移動局と該固定局との間に形成するステップを有することを特徴と
する方法。
【請求項３２】
　データ通信能力をもつ移動局（ＭＳ）が前記固定局（ＢＴＳ，ＢＳＣ，ＭＳＣ，エージ
ェント）に登録する時に、前記仮想データ通信チャンネルを形成するステップを更に有す
る請求項３１に記載の方法。
【請求項３３】
　前記固定局（ＢＴＳ，ＢＳＣ，ＭＳＣ，エージェント）に登録された移動局（ＭＳ）が
データ通信チャンネルの設定を要求する時に、前記仮想データ通信チャンネルを形成する
ステップを更に有する、請求項３１又は３２に記載の方法。
【請求項３４】
　通常的に音声通信用として確保されている通信チャンネルを前記パケットデータ通信チ
ャンネル用に確保するステップを更に有する、請求項３１～３３のいずれか一項に記載の
方法。
【請求項３５】
　制御チャンネルを前記のデータ通信チャンネル用に確保するするステップを更に有する
、請求項３１～３４のいずれか一項に記載の方法。
【請求項３６】
　前記データ通信チャンネルを設定するのに使用される前記第１及び第２パラメータが認
証時に使用されるパラメータである、請求項３１～３５のいずれか一項に記載の方法。
【請求項３７】
　前記データ通信チャンネルを設定するのに使用される前記第１及び第２パラメータが暗
号化の時に使用されるパラメータである、請求項３１～３６のいずれか一項に記載の方法
。
【請求項３８】
　前記データ通信チャンネルを設定するのに使用される前記第１及び第２パラメータが無
線リンクプロトコルを形成する時に使用されるパラメータである、請求項３１～３７のい
ずれか一項に記載の方法。
【請求項３９】
　前記第１及び第２パラメータのうちの少なくとも１つが暫定識別番号（ＴＭＳＩ）であ
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る請求項３１～３８のいずれか一項に記載の方法。
【請求項４０】
　前記移動局（ＭＳ）から前記固定局（ＢＴＳ，ＢＳＣ，ＭＳＣ，エージェント）にチャ
ンネル要求を送信することにより、前記仮想データ通信チャンネルを形成するステップと
、
　無線チャンネルを割り当てるステップと、
　前記の割り当てられた無線チャンネルで前記移動局を認証するステップと、
　前記移動局と前記固定局との間で暗号化通信を開始するステップと、
　前記移動局に暫定識別番号（ＴＭＳＩ）を割り当てるステップと、
を有する請求項３１～３９のいずれか一項に記載の方法。
【請求項４１】
　前記割り当てられた無線チャンネルが制御チャンネルである請求項４０に記載の方法。
【請求項４２】
　無線リンクプロトコルを確立することにより前記仮想データ通信チャンネルを形成し、
かつ前記移動局（ＭＳ）が前記データパケットサービスから解放されるまで該無線リンク
プロトコルを維持するステップを有する請求項３１～４１のいずれか一項に記載の方法。
【請求項４３】
　制御手段（エージェント）が前記移動局（ＭＳ）、前記固定局（ＢＴＳ，ＢＳＣ，ＭＳ
Ｃ，エージェント）及び外部通信ネットワーク（広域ネットワーク、リモートＬＡＮ）間
の通信を制御する請求項３１～４２のいずれか一項に記載の方法。
【請求項４４】
　前記パケットデータ通信チャンネルが解放された後、前記仮想データ通信チャンネルの
維持が可能である請求項３１～４３のいずれか一項に記載の方法。
【請求項４５】
　固定局（ＢＴＳ，ＢＳＣ，ＭＳＣ，エージェント）を備える無線電話システムで動作し
、該固定局に関するパラメータを格納するようになっている無線電話器（ＭＳ）であって
、
　仮想データ通信チャンネルの経路を確保することにより、前記無線電話器と前記固定局
との間でパケットデータを伝送する場合に素早くパケットデータ通信チャンネルを形成す
るために、認証が実施され且つ暗号化が設定されてはいるが確保された経路を欠いている
仮想データ通信チャンネルを該無線電話器そのものと該固定局との間に形成することが可
能であることを特徴とする無線電話器。
【請求項４６】
　前記無線電話器（ＭＳ）が前記固定局（ＢＴＳ，ＢＳＣ，ＭＳＣ，エージェント）に登
録する時に、前記パラメータを格納するようになっている請求項４５に記載の無線電話器
。
【請求項４７】
　前記無線電話器（ＭＳ）が前記固定局（ＢＴＳ，ＢＳＣ，ＭＳＣ，エージェント）に登
録され且つパケットデータ通信チャンネルの設定を要求する時に、前記パラメータを格納
するようになっている請求項４５又は４６に記載の無線電話器。
【請求項４８】
　移動局を備える無線電話システムで動作し、該移動局に関するパラメータを格納するよ
うになっている固定局（ＢＴＳ，ＢＳＣ，ＭＳＣ，エージェント）であって、
　仮想データ通信チャンネルの経路を確保することにより、前記移動局と前記固定局との
間でパケットデータを伝送する場合に素早くパケットデータ通信チャンネルを形成するた
めに、認証が実施され且つ暗号化が設定されてはいるが確保された経路を欠いている仮想
データ通信チャンネルを該固定局そのものと該移動局との間に形成することが可能である
ことを特徴とする固定局。
【請求項４９】
　前記移動局（ＭＳ）が前記固定局（ＢＴＳ，ＢＳＣ，ＭＳＣ，エージェント）に登録す
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る時に、前記パラメータを格納するようになっている請求項４８に記載の固定局。
【請求項５０】
　前記移動局が前記固定局（ＢＴＳ，ＢＳＣ，ＭＳＣ，エージェント）に登録され且つパ
ケットデータ通信チャンネルの設定を要求する時に、前記パラメータを格納するようにな
っている請求項４８又は４９に記載の固定局。
【請求項５１】
　前記パケットデータ通信チャンネルが解放された後、前記仮想データ通信チャンネルの
維持が可能である請求項４８～５０のいずれか一項に記載の固定局。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、無線電話ネットワーク内におけるデータ送信に関する。
【背景技術】
【０００２】
　図１は、無線電話ネットワーク、この場合は、従来のデジタルセルラーネットワークを
示している。このネットワークは、ベース局コントローラＢＳＣを含み、その各々は、多
数のベース送受信局（ＢＴＳ）を制御している。ＢＴＳ及び移動局は、無線通信チャンネ
ルで接続されている。ベース局コントローラ及びそれに接続されているベース局は、ベー
ス局サブシステムを構成する。ＢＳＣは、ベース局サブシステムを、デジタルトランクラ
インにより制御する移動スイッチングセンター（ＭＳＣ）に接続されている。ＭＳＣは、
通信トラヒックを一般ＰＳＴＮ又は（ＬＡＮといった）私設ネットワークに転送する。ベ
ース局コントローラは、又、物理的に移動スイッチングセンターと共に設けてもよい。ベ
ース局のサービス範囲は、セルを形成し、サービス範囲内の移動局は、一般にそのベース
局によりサービスが提供される。移動局は、一つのセルから他のセルへ移動可能であり、
無線電話ネットワークへの接続を切らすことなく一つのベース局コントローラの制御から
他のコントローラの制御へ移動可能である。
【０００３】
　既知のセルラーネットワークでは、データ情報は、移動局のホームネットワークと端末
又は目的ネットワークの間で送信される。端末ネットワークは、ホームネットワーク、同
じシステムの他のネットワーク、固定電話ネットワーク、あるいはデータネットワークを
含む。ネットワークのサービスは、セルラーネットワークから外部電話ネットワークＰＳ
ＴＮ、回線交換データネットワークやＩＳＤＮネットワークへ同期又は非同期回線交換デ
ータ転送を実行することを一般に含む。非同期パケット交換を外部パケット交換データネ
ットワークへ実行することも提案されている。
【０００４】
　図１に示されるように、移動局により送信されたデータは、移動スイッチングセンター
に付属するデータインターワーキングセンターＩＷＦに入力され、そこから、モデムを通
じて、センターへ送られ、更にそこから、例えばＰＳＴＮを通じて目的手段又は私設ＬＡ
Ｎネットワークといった目的データネットワークに送られる。伝送ネットワークは、従っ
て、一般電話ネットワークである。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ネットワーク間及びネットワーク内のデータ送信で代表的な方法は、回線交換であり、
伝送チャンネルが、データの転送のために形成される。チャンネルの形成は、時間を要す
る動作であり、チャンネルが、設定されてデータ情報を転送するまでに、制御チャンネル
リクエストやチャンネルの割り当て、認証チェック、 モードの設定等の多くのチャ
ンネリングが必要とされる。回線交換は、データ転送に使用された場合は、転送は、広い
周波数帯域を要するので経済的ではない。また、ユーザは、データが送信されたかどうか
に無関係に使用料を支払わねばならない。回線交換ネットワークでは、全データ情報が転
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送されてしまうまで、チャンネルが維持される必要があり、これは容量からみると不経済
である。ユーザへの支払請求は、通常、回線交換ネットワークでは貸し切られた接続時間
の長さに基づくので、ユーザは、”ゼロ”に対して支払を余儀なくされている。実際のデ
ータ転送に使用される時間は、全接続時間の小部分を占めるに過ぎないからである。一般
的には、セルラーネットワークは、主に、音声送信用に最適化されていて、その目的故に
、回線交換データ転送は、適当である。
【０００６】
　デジタルセルラーネットワークでは、例えば、ヨーロッパＧＳＭネットワーク、ＥＩＡ
／ＴＩＡ（ Electronic Industries Association/Telecommunication Industry Associati
on）規格のアメリカネットワークでは、米国特許４，８８７，２６５に於けるような、い
わゆるパケットデータのようなパケットとしてデータ通信に対する提案がなされている。
この米国特許では、幾つかの移動局が、パケットデータを、同じチャンネルを使用して、
一つのベース局に送信するシステムが開示されている。ベース局コントローラが、移動局
からデータチャンネル用の割当要求メッセージを受信すると、ベース局コントローラは、
移動局にチャンネル割当信号を送信し、従って移動局は、そのデータチャンネルに移る。
同じチャンネルは、また、同じセルのサービス範囲内の他の移動局に対しても利用される
。要求、チャンネル割当及びチャンネル上での転送は、かなりの信号転送量を要する。デ
ータ接続を一つのベース局から他のベース局への引渡は、このシステムで可能である。前
述の特許で開示されているシステムに於いては、パケット転送には、不変的なチャンネル
が設けられ、一時的に必要かどうかにかかわらず、いつでも利用可能である。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の第一の特徴によれば、提供される無線電話システムは、移動局と、固定局とを
含み、移動局と固定局との間の仮想データ通信チャンネルを形成するために、データ通信
チャンネルを設定するための移動局のパラメータは、固定局により記憶され、データ通信
チャンネルを設定するための固定局のパラメータは、移動局により記憶され、従って実際
のデータ通信チャンネルの形成の処理を素早く実行する。
【０００８】
　本発明の第二特徴によれば、提供される無線電話ネットワークに於けるデータを通信す
る方法は、移動局と固定局との間の仮想データ通信チャンネルを形成するために、固定局
に於いてデータ通信チャンネルを設定するために移動局のパラメータを記憶し、移動局に
於いてデータ通信チャンネルを設定するために固定局のパラメータを記憶し、従って実際
のデータ通信チャンネルの形成の処理を素早く実行する。
【０００９】
　本発明の第三の特徴によれば、提供される無線電話器は、無線電話固定局との仮想デー
タ通信チャンネルを形成するために固定局の通信チャンネルを設定するためのパラメータ
を記憶し、従って実際のデータ通信チャンネルの形成の処理を素早く実行する。更に、本
発明の第四の特徴によれば、提供される固定局は、移動局との仮想仮データ通信チャンネ
ルを形成するために移動局の通信チャンネルを設定するためのパラメータを記憶し、従っ
て実際のデータ通信チャンネルの形成の処理を素早く実行する。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明のこれらの特徴によれば、実データ通信チャンネルが素早く形成され、かつ移動
局がデータの送信を希望する場合に実データ通信チャンネルが形成される。データの送信
中に、実データ通信チャンネルは、素早い再形成の準備のために、仮想データ通信チャン
ネルに切り替えられる。このようにして、通信チャンネルは、データの実際の送信がなさ
れていない期間では、連続して開放する必要はない。こうして、データ送信のコストは、
低減される。
【００１１】
　また、以上に替えて、データ送信能力を有す移動局が固定局に登録されるか、又は固定
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局で登録された移動局がデータ通信チャンネルを要求すると、仮想データ通信チャンネル
を形成するようにしてもよい。移動局が、データ通信チャンネルを要求するときのみ仮想
データ通信チャンネルを形成する効果としては、不要な信号転送が避けられることにある
。
【００１２】
　また、更に、データ通信チャンネルは、音声送信、信号転送又は制御送信のために、常
に、確保したチャンネルであってもよい。信号転送又は制御チャンネルを使用する効果は
、データの送信は、システムのユーザに利用可能な音声のチャンネルの数を低減しないこ
とである。
【００１３】
　効果としては、データ通信チャンネルは、素早く閉じたり開いたりできるデータ通信チ
ャンネルとの使用に特に適する送信形式であるパケットデータ送信にも使用できるように
適合する。
【００１４】
　更に、他の効果としては、データパケットが移動局にて作成でき、且つ、パケットアセ
ンブラ／ディスアセンブラ（ＰＡＤ）やＰＳＴＮ等の変換ネットワークを必要とすること
なく、直接的にデータネットワークに転送され得ることである。更に、移動局自身が、パ
ケットデータを受信でき、即ち、システムが双方向となることにある。
【００１５】
　現在使用されている適当な既存のセルラーシステムは、例えば、ヨーロッパＧＳＭシス
テムがある。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１６】
　セルラーネットワークの特別な例として、移動局及びベース局の物理的なチャンネル、
即ち無線周波チャンネルは、連続したフレームを含み、これらフレームは、タイムスロッ
トを含み、そのタイムスロットの一つで送信が実行され、タイムスロットの他の一つでは
、受信が実行され、更に、タイムスロットの他の一つでは、ページングコールに対する聴
取が実行される。それぞれのタイムスロットは、論理チャンネルを有し、利用可能な多数
の論理チャンネルが存在する。
【００１７】
　デジタルセルラーネットワークでは、移動局は、特に音声及びデータ転送用に意図され
たトラヒックチャンネル上で送受信する。音声及びデータは、同時には送信できないが、
ユーザ又はネットワークは、それらのいずれを送信するかを選択できる。音声及びデータ
は、無線チャンネルでバーストとして送信される。これは、送信用タイムスロットに於て
、短時間のデータバーストが、タイムスロットの中間で送信され、送信の全タイムスロッ
トのかなりの部分が、情報が転送されないバースト間の時間であることを意味する。
【００１８】
　パケットデータサービスとして知られるデータサービスの特殊な種類が、ＧＳＭネット
ワークで定められている。このサービスでは、データ送信移動局により選択された番号が
ネットワークに対して知らせることは、回線交換接続が、パケットアセンブラ／ディスア
センブラ又はパケットハンドラであるＸ．２５といったデータネットワークとの接続を実
行するパケット組立／分解ユニットに対して形成されなければならないということである
。パケットアセンブラ／ディスアセンブラは、ＩＳＤＮネットワークと連携するように、
又は、ＩＳＤＮネットワークの後方に配置される。移動局は、データを、パケットとして
ではなく、連続データフローとしてＰＡＤ又はＰＨに送り、ＰＡＤ又はＰＨは、データパ
ケットを形成し、データパケットをデータネットワークを通じて目的地へ送り出す。ＰＨ
が、いわゆるベイシックパケットハンドラであれば、データ接続は、どのネットワークに
於いても所定ポイントＰＨを通じて、常時配置可能である。ベイシックデータハンドラは
、また、データ送信に於ける移動局端末方向をサポートしている。一方、移動局端末方向
は、いわゆる専用パケットハンドラによっても、ＰＡＤによってもサポートされない。移
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動局とパッケージ手段との間のトラヒックは、同期又は非同期データ転送を模倣し、それ
下位では、無線トラヒックプロトコルＲＬＰが配置される。
【００１９】
　ＧＳＭネットワークのデータパケットサービスに於いては、ＰＡＤを除いて移動局でパ
ケットが形成されない。トラヒックは、接続が、移動局起動であるという意味で単方向で
あり、即ち、移動局が、データ接続の要求をネットワークに送れなければならない。移動
局自身が、ラインの開放を要求しない限り、パケットを移動局に送ることは不可能である
。データは、電話ネットワークを通じて送られ、データ転送の価格は、データネットワー
ク内での転送に要する価格より大幅に高価であるということは留意する必要がある。
【００２０】
　データパケットの送信及び受信機能は、全ての移動局か、あるいはそれらのあるものの
みに設けることが可能である。このような機能を持たない移動局については、パケットデ
ータ転送は、全く伝わらず、従って、異なった種類の移動局がなんの問題もなくネットワ
ークにて同時に機能することが可能である。こうして、移動局がそのようなサービスを使
用するためには備えを必要とするが、パケットデータの効果は、ネットワークによりもた
らされる付加的なサービスとなる。システムの実施には、現在使用中のデジタルセルラー
システムの若干の変更を伴うが、特徴として、ＧＳＭ、１．８ＧＨｚで動作するＤＣＳ、
又はＰＣＮといった現在のシステムで使用するのが適切である。
【００２１】
　新ネットワークでは、いわゆるショートメッセージサービスがよく求められ、移動局は
、一時的にショートメッセージを送信及び受信することが可能とされる。ショートメッセ
ージの転送は、しかし、標準の接続形成ルーチンを必要とし、従って、周波数帯域の一部
が占有し、転送されるデータの量が制限される。
【００２２】
　パケットデータの転送には、割当無線周波チャンネル及びデータルートがネットワーク
を通じて連続的に保持されることがない。本発明によれば、仮想チャンネルが、移動局と
移動スイッチングセンターとの間のネットワークに於て、データパケット転送のために形
成される。パケットデータ機能を有する移動局が、パケットデータサービスのユーザとし
て割り当てられた移動スイッチングセンターの範囲に入ってくると、全ての必要なシグナ
リングが実行され、センターは、より具体的には、センターと連携したパケットデータサ
ービスユニット（エージェント）が、移動局について、また実転送チャンネルを確定する
上でのそれが必要とする全ての情報の提供を受ける。実際、移動局の位置に関する情報も
含むそのようなデータは、仮想チャンネルと呼ばれる。仮想チャンネルは、移動局とデー
タサービスユニットとの間の仮想接続であり、データ転送モードに高速で遷移することを
可能とし、移動局及びデータサービスユニットのメモリに記憶されたパラメータに注目す
る。パケットデータが、移動局からネットワークに転送されねばならない場合、あるいは
その逆の場合、移動局とセンターの間で完全なシグナリングは、不要である。それは、既
に実行されているからである。その代わり、実の転送ルートが、極めて高速に、移動局と
パケットデータサービスユニット（エージェント）との間での非常の低レベルのシグナリ
ングでもって、実行される。ここで、パケットが転送される。転送ルート、又は少なくと
も無線チャンネルは、転送されるパケットデータが無くなるとすぐに解除される。仮想チ
ャンネルは、移動局が、データサービスにリストアップされている限り、常時準備状態に
維持される。本発明によれば、パケットデータ転送モードに対する高速接続が可能であり
、転送ルートは、なにか転送されるものがある場合のみ確保維持される。
【００２３】
　パケットデータの転送を制御する手段は、移動スイッチングセンターと連携して形成さ
れ、データサービスユニット（エージェント）として知られ、コンピュータ又はプロセッ
サでよい。データサービスユニットは、多数の接続サービスが備わっていて、他のネット
ワーク及びそのサービスにもアクセス可能である。エージェントは、移動スイッチングセ
ンターＭＳＣと論理的に連携して配置されるが、物理的位置は、センター内部にそのプロ
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セッサの一部として、又は、センターの外部に、センターに接続されている伝送リンクを
通じて接続された一つ以上のコンピュータの形式で配置される。エージェントの基本は、
セルラーネットワークを、ＴＣＰ／ＩＰ又はＯＳＩネットワーク（ TCP= Transmission Co
ntrol Protocol, IP= Internet Protocol, OSI= Open Systems Interconnection）といっ
た他のネットワークへ接続するインタフェースユニットＩＦＵである。こうして、パケッ
トデータ機能を備えた移動局ＭＳは、他のネットワークとデータサービスユニット（エー
ジェント）により通信し、仮想チャンネルは、それとデータサービスユニット（エージェ
ント）との間に個別に配置される。移動スイッチングセンターの制御下にあるパケットデ
ータサービスを使用する各移動局は、移動スイッチングセンターと連携したデータサービ
スユニット（エージェント）により監視される。
　エージェントは、少なくとも、以下の機能の幾つかを実行する。
　　－　移動スイッチングセンターの制御下でパケットデータ機能が与えられた全ての電
話を登録。
　　－　移動局にメッセージの到着を通報。
　　－　接続を終了した後に登録から移動電話を削除。
　　－　移動局のメッセージをネットワークのその他へ転送。
　　－　ネットワークのその他からのメッセージを移動局へ転送。
　　－　ネットワークを通じ効率的な送信を考慮してメッセージをバッファ記憶。
　　－　必要なら、 ／復号化を実行。
　　－　必要なら、移動局とエージェントとの間で圧縮／圧縮解除を実行。
　　－　エージェントのデータベースを更新（位置更新）。
　　－　ページングチャンネルへ宛てられたメッセージを受信。
　通常、ユーザがパケットデータサービスの使用を開始したとき、仮想チャンネルが起動
し、ユーザがサービスの使用を解除したとき、仮想チャンネルは、終了となる。起動と終
了の間の時間、即ち、サービスと接続されているとき、移動局は、移動可能であり、一つ
のセルから他のセルに遷移できる。引渡機能は、まえもって、仮想チャンネルを分解し、
新規のチャンネルを組み立てることを必要とする。
【００２４】
　セル領域に入ると、移動局は、全セルラーネットワーク及びベース局からの連続的な送
信を特徴付けるシステム情報チャンネルを聴取し、それを通じて、パケットデータサービ
スがネットワークか又はセル中で使用されているかどうかを知る。システム情報メッセー
ジは、例えば、パケットデータサービスを示す識別情報を含む。移動局が、パケットデー
タサービスへの接続を希望する場合は、ベース局を通じて仮想チャンネルを設定するため
の要求メッセージをネットワークへ送信する。要求メッセージは、ネットワークにてネッ
トワークにより使用され、そのネットワークを特徴付ける標準制御シグナリングシーケン
スで始まり、要求者の認証が確認され、 が開始 、要求者は、暫定識別番号が与
えられる。パケットサービスを制御している移動スイッチングセンターと連携したエージ
ェントも、また、情報を受け、制御下にある移動局の監視を実行する。移動スイッチング
センターは、移動局の位置についての登録を維持し、一つのセルから他のセルへの引渡が
、可能であり、データ送信へ又はデータ受信への高速遷移のための準備状態が存在する。
移動局が、別にトラヒックチャンネルを要求する必要がないからである。
【００２５】
　システム情報メッセージの代わりに、移動局が、パケットデータ機能が作動しているか
どうかにつき、ショートメッセージサービスによりネットワークに要求できるように動作
することも可能である。ネットワークは、ショートメッセージサービスの同じメッセージ
で応答する。ショートメッセージサービスＳＭＳは、デジタルネットワークのほとんどに
含まれるサービスである。
【００２６】
　移動局と連携しているデータサービスユニット（エージェント）と移動スイッチングセ
ンターＭＳＣとの間のデータ接続の管理に関連する制御シグナリングは、シグナリングプ
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レーン中のデータメッセージに沿って実行される。シグナリングプレーンの機能は、セル
ラーネットワークと他のネットワークとの間の接続を設定し、維持し、終了させる働きが
備わっている。その機能は、また、レジスタ、認証を更新し、暫定加入者番号ＴＭＩを提
供するための働きが備わっている。
【００２７】
　複数のプロトコルが、移動局とデータサービスユニット（エージェント）との間のデー
タパケットの転送に使用可能である。無線インタフェースは、インタフェースを通じて送
信されるデータの量を最小とするための条件といった、ある制限を設定する。この量は、
パケットのデータ部分を圧縮することによって最小にすることが可能である。データは、
例えば、Ｖ．４２ｂｉｓ圧縮アルゴリズムにより送信前に圧縮され、受信機は、同じアル
ゴリズムを使用してデータを圧縮解除する。又、データパケットのヘッダのビット量は、
低減可能である。これらの機能は、仮想チャンネルプロトコルにより取り扱われ、このプ
ロトコルは、エージェントと移動局との間の制御メッセージも、また、取り扱い、上位層
プロトコルのパケットを無線リンクプロトコル（ＲＬＰ）フレームへ適合する。
【００２８】
　仮想チャンネルが、移動局とベース局とで組み立てられた後、移動局は、通常のコール
を起動もしないし、受信もしない。その代わり、ショートメッセージＳＭＳの送受信は、
可能である。
【００２９】
　データパケットを送信したい場合、移動局は、チャンネル割当の要求メッセージをネッ
トワークへ送る。チャンネル形成に要するシグナリングの大半は、仮想接続を形成開始時
に既に実行されているので、この時点で必要とされる移動局からエージェントへのデータ
パケット転送の設定は、高速である。これは、チャンネル割当要求からパケット送信まで
が短時間であることを意味する。
【００３０】
　送信は、本発明の第一及び第二実施例により実行される。移動局のユーザが、データ送
信が終了してパケットデータ機能を停止するか、ネットワークが、接続を終了すると、デ
ータルートは、分解され、無線チャンネルは、解除される。仮想チャンネルを、引き続き
維持することは、自由である。
【００３１】
　パケットデータセションは、ユーザがパケットデータ機能を開始した（ユーザの希望を
サービスに伝える）ときの開始時間から、ユーザがサービスを終了したときまでを意味す
る。セション中で、ユーザは、パケットを端末ネットワークに送り、またソースネットワ
ークから受信する。移動及び引渡も可能である。セション中に一つ以上の仮想チャンネル
が、一度に一つだが、形成可能である。
【００３２】
　第一の実施例によれば、データルート用の無線チャンネルは、移動局とベース局との間
の放送により音声及び非パケット形式データの転送を意図したセルラーシステムの標準ト
ラヒックチャンネルである。移動局（即ち、起点の移動局）からデータ送信したい場合、
移動局は、移動局が呼出接続の要求メッセージを送信する場合に通常使用されるのと同じ
シグナリングチャンネルを使用して、チャンネル要求をベース局を通じてネットワークに
行う。シグナリングチャンネルは、セルの全移動局が使用するランダムアクセスチャンネ
ルである。そのチャンネルは、移動局からベース局に延び、即ち、これは、いわゆるアッ
プリンクチャンネルである。ランダムアクセス性により、チャンネル要求が同時に発生す
ると衝突が発生する。要求メッセージは、特別なビット構成、即ち音声，データ，パケッ
トデータといった移動局が求めているサービスを示す識別ブロックを含んでいる。この場
合、識別構成は、希望サービスが、パケットデータの送信である。
【００３３】
　ネットワークが要求メッセージを処理し、トラヒックチャンネルを割り当てた後、ネッ
トワークは、パケットデータを送信するために、移動局が移動すべきトラヒックチャンネ
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ルについての情報を含む応答を、シグナリングチャンネル上で移動局に送信する。ネット
ワークが、チャンネル要求に応答するチャンネルは、共通のアクセス許可チャンネルであ
り、ダウンリンク方向である。移動局は、その送信機を割り当てられたトラヒックチャン
ネルに同調させ、直ちにパケットデータを送信する。送信は、全データの送信が終了する
まで継続する。ネットワークは、トラヒックチャンネルが割り当てられると、所定のカウ
ンタ又はタイマーを起動させ、送信は、カウンタ又はタイマーが終了するまで継続する。
移動局のバッファメモリに送信するデータを記憶しておき、送信によりその記憶内容を消
去するようにすることが好ましい。
【００３４】
　第一の実施例によりパケットデータが、ネットワークを通じて移動局に転送される場合
（移動局終端転送）、この反対方向に於ける転送の唯一の違いは、ネットワークが、移動
局にパケットデータ送信があるということを通信することである。そのような情報を送信
する為には、共通ページングチャンネルが使用される。セルのサービス範囲内の全移動局
は、連続的にこの共通ダウンリンクページングチャンネル（このチャンネルでは音声ペー
ジングが送信される）を聴取している。移動局が、パケットデータが入力してくることを
示すメッセージを受信すると、その移動局は、移動局起点転送と同様に動作する。即ち、
ベース局に対してトラヒックチャンネルを要求し、そのチャンネルでデータを受信し、自
身に割り当てられたトラヒックチャンネルに直ちに移動し、データパケット受信の準備状
態に入る。データフローの終了で、ネットワークは、トラヒックチャンネルを分解し、そ
のトラヒックチャンネルは、セルのサービス範囲内に存在する他の移動局が使用できるよ
うに解除される。送信すべきデータは、データサービスユニット（エージェント）のデー
タバッファに記憶されることが好ましく、バッファは一度に消去される。
【００３５】
　第一の実施例によると、パケットデータを送信する場合、音声を転送するために通常、
使用されるトラヒックチャンネルがそのデータのために確保される。伝送を終了すると、
トラヒックチャンネルは、再び、どの移動局によっても自由に使用できるようになる。同
じ移動局は、パケットデータ送信のために更にもう一度要求することも可能であり、この
”チャンネル要求送信－チャンネル解除”のシーケンスは、移動局がパケットデータサー
ビスを終了し、仮想チャンネルが分解されるまで、繰り返し可能である。
【００３６】
　本発明の第二の実施例によれば、シグナリングチャンネル、即ち、制御チャンネルは、
専用として又は、パケットデータの送信用のトラヒックチャンネルの使用に対する代替と
して、使用される。
【００３７】
　第二実施例によれば、移動局がデータパケットの送信を希望すると、即ち、移動局起点
転送の場合、移動局は、通常のチャンネル要求メッセージが送信されると同じランダムア
クセスチャンネルを使用してベースステーションにチャンネル要求ページングが送られる
。このチャンネルは、アップリンク方向である。セルの全移動局は、音声チャンネルと同
じチャンネルを使用する。要求を受けて、移動スイッチングセンターは、データ転送のた
めに移動局がどのチャンネルに移るべきかを決定する。チャンネルは、標準トラヒックチ
ャンネルか、制御チャンネルかである。制御チャンネルは、移動局からベース局へチャン
ネル要求メッセージが転送されるのと同じランダムアクセスチャンネルであってもよい。
ネットワークは、転送チャンネルとして選択されたとして、トラヒックチャンネルを形成
する。ベース局は、データ送信に標準トラヒックチャンネル又は制御チャンネルを使用す
るかどうかにつき、移動局に情報を伝達する。そのような情報は、共通制御チャンネル、
アクセス許可チャンネルで送信され、そのチャンネル上でチャンネル割当が移動局に送ら
れる。移動局は、こうして割り当てられたトラヒック又は制御チャンネルに移り、直ちに
パケットデータの送信を起動する。送信中、チャンネルは、トラヒックチャンネルから制
御チャンネルへ引き渡されてもよいし、この引渡は、逆であってもよいし、何度か実行さ
れてもよい。送信終了で、チャンネルは、分解され、他の使用のために解除される。転送
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は、所定の時間が経過した場合、又は局より”パケット終了”メッセージが受信された場
合に、終了する。
【００３８】
　ネットワークがパケットデータを移動局に転送する必要がある場合、即ち、移動局終端
転送の場合、ネットワークは、標準共通ページングチャンネルを通じて、データパケット
送信が入力してくることを移動局に知らせる。ページングは、パケットデータ転送が、取
り扱われていることを示す特定の識別部分（ビット構成）を含む。そのページングに於い
て、第二移動局の識別が、外部からユーザに入力してきたパケットを含むユーザのデータ
セクションにより置き代わる。外部からのパケットが、ページングメッセージの一データ
セクションに収容しきれない場合は、幾つかのページングメッセージに分割され、移動局
が受信した全てから一つのパケットが形成される。移動局が、パケットを受信すると、移
動局は、データパケットを送信するときと同様に動作する。即ち、移動局は、ベース局に
チャンネル要求をし、チャンネル割当を受信し、トラヒックチャンネルか又は制御チャン
ネルかである割り当てられたチャンネルへ移動し、受信したパケットを受信確認をする。
【００３９】
　ベース局と移動スイッチングセンターに接続されたエージェントとの間のデータルート
接続を実行する方法は、多数ある。一つの可能性としては、直接接続を確保し、パケット
データトラヒック用に連続的に保持する方法である。これは、遅延が発生しない作動中の
接続を意味する。接続は、ベース局システムＢＳＳと移動スイッチングセンターＭＳＣと
の間のデジタルトランクラインでの一つ以上のＰＣＭタイムスロットで可能である。パケ
ットデータ送受信機能が備わった移動局が、ベース局、例えば、図１のＢＴＳ１と連携し
ているセルの範囲内に入ると、ネットワークは、直ちに、ベース局とパケットデータの送
信のための移動スイッチングセンターとの間に直接接続を形成する。この接続は、パケッ
トデータ機能が備わった全ての移動局により共通に使用されるＰＣＭトランクラインに於
ける一つ以上のタイムスロットである。セル範囲内への移動局の参入は、ハンドオーバ機
能の結果として、移動局が移管されているので、あるいは外部から受信エリアへの参入が
扱われる場合、又は移動局がスイッチ投入される場合は、移動局は、ネットワークに登録
されるので知ることが可能である。
【００４０】
　以上述べた実施例では、ネットワーク内のＰＣＭチャンネルは、継続して維持されるが
、無線ルートチャンネルは、必要なときのみ、確保される。
【００４１】
　ＰＣＭタイムスロットの使用は、ベース局システムＢＳＳが既存の仮想接続を含む場合
のみ、直接接続が維持されるという意味で、最適化される。即ち、ベース局コントローラ
制御下にある少なくとも一つのセルが、パケットデータを送受信する準備状態にあるパケ
ットデータサービスに接続された移動局を含む。直接接続は、ＢＳＳの範囲内にサービス
使用のユーザが見いだされない場合は、切断され、他の移動局がパケットデータサービス
に加わると再度設定される。
【００４２】
　第二の可能性は、ネットワークと無線通路が必要に応じて分解、組立されるということ
である。以下の例は、第二の可能性により提供される接続を含む。
【００４３】
　図２は、本発明によるデータパケットサービスを備えたＧＳＭネットワークとしての代
表的なセルラーネットワークである。データサービスユニット（エージェント）は、移動
スイッチングセンターに接続され、そこからパケットデータが、ＯＳＩ又はＴＣＰ／ＩＰ
プロトコルに従ってデータネットワークに伝送され、更にそこからＬＡＮといった目標ネ
ットワークに伝送される。このネットワークと図１のネットワークの差は、回路交換ネッ
トワークＰＳＴＮを通じてのデータ伝送はないということである。
【００４４】
　図３によれば、論理チャンネルは、トラヒックチャンネルＴＣＨと、制御チャンネルＣ
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ＣＨとに分けられる。トラヒックチャンネルは、符号化音声及びデータの転送を意図した
ものである。その各々は、全レートか半レートの速度で転送する。制御チャンネルＣＣＨ
は、シグナリング及び同期データの転送を意図したものである。三つの種類のチャンネル
に区別される。即ち、放送チャンネル、共通チャンネル及び専用制御チャンネルである。
以下で、”アップリンク”は、移動局からベース局への方向であり、”ダウンリンク”は
ベース局から移動局の方向である。
【００４５】
　放送チャンネルは、以下を含む。
　　－　周波数訂正データを移動局に転送する周波数訂正チャンネルＦＣＣＨ（ Frequecy
 Correction CHannel）、ダウンリンク
　　－　同期データを移動局に転送し、ベース局の識別データを転送する同期チャンネル
ＳＣＨ（ Synchronization CHannel）、ダウンリンク
　　－　ショートメッセージサービス、双方向チャンネルのセルラー放送チャンネルＣＢ
ＣＨ（ Cellular Broadcast CHannel）及び
　　－　ベース局の一般情報を転送する放送制御チャンネルＢＣＣＨ（ Broadcast Contro
l CHannel）、ダウンリンク
【００４６】
　共通チャンネルは、以下を含む。
　　－　移動局が、専用チャンネルの要求をするアップリンクのみの、ランダムアクセス
チャンネルＲＡＣＨ（ Randam Access CHannel）
　　－　ベース局が呼出の入力を知らせるための移動局に対するページングを転送するダ
ウンリンクのみの共通のページングチャンネルＰＣＨ（ Paging CHannel）
　　－　ベース局が、独立専用制御チャンネルＳＤＣＣＨ（ Stand-alone Dedicated Cont
rol Channel）、直接トラヒックチャンネルについて報告するアクセス許可チャンネルＡ
ＧＣＨ（ Access Grant CHannel）、ダウンリンクのみ
【００４７】
　専用制御チャンネルは、以下を含む。
　　－　独立専用制御チャンネル、双方向
　　－　低速補助制御チャンネル及び高速補助制御チャンネル、双方向
【００４８】
　本発明によればトラヒック制御チャンネル（双方向）ＴＣＨ、ページングチャンネルＰ
ＣＨ（単方向、ダウンリンク）、ランダムアクセスチャンネルＲＡＣＨ（単方向、アップ
リンク）及びアクセス許可チャンネルＡＧＣＨ（単方向、ダウンリンク）が、使用されて
いる。同種類のチャンネルは、ＧＳＭの以外のデジタルセルラーシステムにも見られる。
【００４９】
　移動局は、セルのベース局により連続的に送信されている放送制御チャンネルＢＣＣＨ
を聴取し、そのチャンネルによりネットワークで作動中のパケットデータサービスの通報
を受ける。他の手順としては、移動局は、パケットデータ機能がネットワークで使用中か
どうかにつき、ショートメッセージを送信することによってセルラー放送チャンネルに問
い合わせる方法がある。ベース局は、同じチャンネルでショートメッセージ応答を送信す
る。
【００５０】
　移動局が、パケットデータサービスを使用したい旨の要求メッセージを送ると、図５に
示されたメッセージシーケンスが、移動局と移動スイッチングセンターとの間で実行され
る。イベントは、上から下の方向へ進む。移動局によりチャンネル要求メッセージの送信
がなされると、制御チャンネルの即時割当がなされ（ＦＡＣＣＨ）、割り当てられたチャ
ンネルで要求者の認証がチェックされ（ネットワークが、認証データを問い合わせ、移動
局が応答を送る）、 が開始され、暫定識別番号ＴＭＳＩが割り当てられる。無線リ
ンクプロトコルが、以後、形成され、永久に保持される。このことは、セション中にデー
タパケットの送信が無線リンクプロトコルを再組立することなしに実行されることを意味
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する。パケットデータサービスを制御する移動スイッチングセンターと連携したデータサ
ービスユニット（エージェント）は、通報を受け、移動局の制御を自身の制御下に移す。
データサービスユニットは、移動局を検出可能であり、追加のシグナリング無しで
及び認証を実行する。移動スイッチングセンターから移動局への仮想チャンネルが、形成
されたことになる。無線リンクプロトコルは、セションの終了（移動局がデータパケット
サービスから解除される）より前に、従って仮想チャンネルが分解される前に分解される
ことはない。
【００５１】
　移動局がデータの送信を希望する場合、実際のパケットデータ用の転送チャンネルを設
定する要求メッセージを送る。この要求メッセージは、図４に示される構成のような共通
ランダムアクセスチャンネルＲＡＣＨ上で送信される。メッセージの最初の３ビットによ
り接続の性質が表される。シーケンス００１が、データパケット接続の設定に対する要求
である。メッセージの終りの部分は、ランダム参照番号である。メッセージは、標準ＧＭ
Ｓメッセージの変形である。ベース局は、要求を受け、シーケンスを符号化した後に、次
に実行されるべきシグナリングがどの制御チャンネルで実行されるかを移動局に通報し、
パケットの転送がどの転送チャンネルで行われるかを移動局に通報する。以上の段階は、
図１６の上部二つの段階で示される。送信チャンネルが、移動局からベース局コントロー
ラまでこれで形成された。以上のように形成されたチャンネルで、移動局は、第三制御メ
ッセージを送信し、図１６の第三段階、これにより移動局からデータサービスユニット（
エージェント）へのデータ接続が形成され、以後、移動局からエージェントまでのチャン
ネルが、データ転送のための完了する。
【００５２】
　その第一部分が、無線チャンネルを含み、その後の部分がＰＣＭタイムスロットを含む
ような実チャンネルが、以上述べたように移動局とベース局との間に形成されると、移動
局は、このチャンネルで直ちにパケットデータを送信可能となる。ネットワークによりデ
ータ送信の要求後、移動局は、データパケットを送信し、ネットワークは、パケットの受
信確認をし、送信が正常でない場合は、再送信を要求する。これまでの段階は、図６で示
される。
【００５３】
　全パケットの送信後、移動局は、実接続を分解するためにネットワークに対して要求メ
ッセージを送る。その要求を受けると、ネットワークは、移動局にデータ活動を終了する
ように移動局に対し要求をだし、移動局は、データ活動終了の受信確認をする。これらの
段階は、図７で示される。ベース局コントローラＢＳＣへの、またそこから更にデータサ
ービスユニット（エージェント）へのデータパケット転送チャンネルは、分解される。直
接ＰＣＭ接続による方法が使用される場合は、このチャンネルは、継続して維持される。
【００５４】
　パケットデータの転送は、また、移動局に対して向けることも可能である（即ち、移動
局終端）。ベース局は、移動局に対してページングメッセージを共通ページングチャンネ
ル上で送り、パケットデータ送信が開始していることを通報する。移動局は、共通ランダ
ムアクセスチャンネルＲＡＣＨ上でベース局に対してチャンネル要求信号を送り、それ以
後の処理は、既に説明した移動局方向に向いた処理と同じである。即ち、仮想チャンネル
を形成し、パケットデータの即時受信である。図８に於いて、段階がステップ毎に示され
ている。
【００５５】
　図９は、本発明に関係するベース局のブロック図である。ベース局は、フレーミングユ
ニットＦＵ及び送受信ユニットＲＸ／ＴＸにより形成される幾つかの並列分岐を含む。ベ
ースバンド相互接続エレメント（ＢＩＥ）は、ベース局をデジタルＰＣＭリンクへ接続す
る。リンクのチャンネルの一部は、シグナリングに、残りは、データ転送に確保される。
ＰＣＭリンクからのデジタル信号は、フレーミングユニットに接続され、フレーミングユ
ニットに於いて、デジタル信号は、ＴＤＭＡフレームに構成され、チャンネル符号化され
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、インタレースされ、バーストとしてアンテナＴＸを通じて無線通路に送信される。送信
以前に、バーストは、送受信ユニットＲＸ／ＴＸで変調され、搬送波周波数に変換される
。ベース局が、移動局からＴＤＭＡ信号を受信すると、信号は、必要なフィルタを経由し
て送受信ＲＸ／ＴＸへ送られ、そこで復調され、変調信号が示される。チャンネル復号化
及びインタレース解除が、フレーミングユニットＦＵで実行される。最後に、データ信号
は、ＰＣＭラインへ送られ、そこから移動スイッチングセンターを通じて受信ネットワー
クへ送られる。
【００５６】
　ベース局コントローラは、無線通路に送信される全てのメッセージを生成し、全ての受
信メッセージは、ベース局を通じてベース局コントローラへ送られる。従って、現在使用
されているＧＭＳと比較しても、本発明による実施例は、ベース局コントローラのソフト
ウェアで若干の変更を要するのみである。移動局とセンターのソフトウェアも、変更を必
要とする。移動局は、パケットデータ転送に関する全メッセージを検出し、送信しなけれ
ばならない。移動局により送信されるメッセージは、ユーザのキーボードにより発信され
るか、移動局に接続された別のデータ端末から発信される。
【００５７】
　本発明を仮想チャンネルを組み立てる視点から以上説明したが、データパケットの送信
がどの特定の無線チャンネル上でなされるかについて詳しく説明はしていない。第一の実
施例によれば、パケットデータ送信用に確保される無線チャンネルは、通常、音声を送信
するのに使用されるトラヒックチャンネルＴＣＨである。送信の終了時、このパケットデ
ータチャンネルは、他のどの移動局も自由に使用できる。その第一の実施例を以下に説明
する。
【００５８】
　図１０は、移動局発信モードに於けるパケットデータ転送を示す。この図は、図６とそ
の説明とも等価であり、既に言及された各メッセージが送信されるチャンネルについての
説明をここで追加する。移動局は、共通ランダムアクセスチャンネルＲＡＣＨを使用して
ベース局へパケットデータチャンネル要求メッセージを送る。この共通ランダムアクセス
チャンネルＲＡＣＨは、セル内に属する全ての局が無線チャンネルを要求する場合に使用
する。ベース局は、共通アクセス許可チャンネルＡＧＣＨ上でトラヒックチャンネル割当
メッセージにより応答し、以後、パケットデータ転送及び受信確認がこのトラヒックチャ
ンネル上で実行される。ランダムアクセスチャンネルＲＡＣＨ上で送信されたページング
メッセージは、図４に示されるように”形成理由”で値００１を含む。チャンネルページ
ング要求メッセージは、ＧＳＭシステムの標準チャンネルページングの変形である。値”
００１”は、パケットの方向が、ネットワークから移動局の方向であることを示す。その
値の目的は、”形成理由”フィールドの値は、移動局発信の場合は異なっていて、移動局
終端の場合は、移動局終端の優先度は、より高くなっている。ネットワークが、既に接続
の準備がなされているからである。
【００５９】
　ネットワークは、”パケットデータ割当”と呼ばれるメッセージで、アクセス許可チャ
ンネルＡＧＣＨ上で応答する。このメッセージは、標準ＧＳＭメッセージ”即時割当”の
変形である。この変形は、標準メッセージの”メッセージ種類”ブロックのビット構成が
本発明では００１１１１０１であり、この構成は、ＧＭＳではいかなる他の目的にも使用
されていない。メッセージ”パケットデータ割当”の後、シグナリングは、標準トラヒッ
クチャンネルでそうであるようには、独立専用低速制御チャンネルＳＤＣＣＨで継続せず
、高速補助制御チャンネルで行われる。これは、移動局へ送られるメッセージに含まれる
。標準メッセージは、情報部分”チャンネルデスクリプション”を含み、それはエレメン
ト”チャンネル種類”を含む。前記エレメントは、トラヒックチャンネルが接続されなけ
ればならないことを通報する。全レートトラヒックチャンネルＴＣＨ及びそれに関連する
制御チャンネルＦＡＣＣＨを示すビット構成は、”００００１”である。このエレメント
に於いて、タイミング進みＴＡ及び電力制御メッセージが送信され、これらは、移動局の
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必要とするデータである。
【００６０】
　移動局は、以上説明した変形したメッセージを受信すると、直ちにトラヒックチャンネ
ルに移動し、データパケット送信を起動する。移動局と移動スイッチングセンターとの間
の接続の形成が、移動局のデータパケット送信への遷移以前にシグナリングがもっと必要
であれば、そのシグナリングは、全レート制御チャンネルＦＡＣＣＨで実行可能である。
【００６１】
　トラヒックチャンネルの動作時間は、利用可能な時間及びパケットの数により制限され
る。最も単純かつ有効な方法は、全データを送信バッファから送信し、このバッファが空
となるとトラヒックチャンネルＴＣＨを解除することであろう。実チャンネルの確保には
、数百ミリ秒を要し、タイマーは、バッファが空となった後に時間を計数する電話に設け
ることが可能である。トラヒックチャンネルは、設定時間が経過するまでは解除されず、
最後のパケットの後の送信直後には解除されない。送信は、従って、チャンネルを設定し
なくても、繰り返されるか、更に送信（更にデータがバッファに蓄積していれば）される
。チャンネルは、各場合毎に形成されなければならないので、タイマーの使用は、インタ
アクションの感覚を増加する。パケットの送信レートが高いと、タイマーは、トラヒック
チャンネルＴＣＨを連続して確保し、ユーザは、応答を直ちに受信する。タイマーの時間
設定は、ユーザによっても設定可能である。
【００６２】
　ユーザは、また、データパケットを転送するたセル中の一つのトラヒックのみを選択す
るか、多数のチャンネルか、又は全てのチャンネルを同様に選択することが可能である。
【００６３】
　図１１は、パケットデータが、ネットワークを通じて移動局に送られるとき、第一の実
施例の機能を示す。反対の場合に対する唯一の差は、ネットワークが、まず、移動局にパ
ケットデータの送信がくることを通報する。この連絡は、共通ページングチャンネルＰＣ
Ｈ上でページングメッセージに於いて実行される。移動局が、ページングメッセージを受
信すると、移動局起点の場合のように、活動が継続する。即ち、移動局は、ベース局へチ
ャンネル要求を送信し、動作は、図１０に説明されているように進行する。
【００６４】
　図１２は、第一実施例による構成のパケットデータメッセージのフォーマットを示す。
仮想チャンネルプロトコルＶＣＰのパケットは、リンク層の上の層３のＯＳＩ技術を使用
して形成され、層２のリレー機能Ｌ２Ｒを通じて無線リンクプロトコルへ、放送インタフ
ェース（無線通路）を通じての送信のために送られる。パケットは、ヘッダとデータ部分
を含む。ヘッダは、使用プロトコルの上位階層の識別を含む。上位階層プロトコルの一つ
は、移動局と移動スイッチングセンターと連携しているエージェントとの間のシグナリン
グに使用されているパケットのプロトコルである。他の潜在的なプロトコルは、インター
ネットプロトコル（ＩＰ）、オープンシステムインタコネクション（ＯＳＩ）プロトコル
、及び他のファックスプロトコルである。ネットワークのオペレータは、自己のサービス
をエージェントにより取り扱われるように追加してもよく、これらのサービスは、それぞ
れ識別が付与される。ヘッダには、パケットの長さを示すフィールドが設けられてもよい
。パケットのデータ部の長さ、又はより高いレベルのオクテットの数は変化する。一つの
パケットは、一つ以上のＲＬＰフレームで転送可能である。
【００６５】
　本発明の第二の実施例を説明する。パケットデータは、トラヒックチャンネルＴＣＨ、
又は共通ランダムアクセスチャンネルＲＡＣＨ上でチャンネル要求を送信でき、このチャ
ンネル要求は、既に説明したように、初めにビットシーケンス”００１”を有す８ビット
バイトである。この後、ネットワークは、アクセス許可チャンネルＡＧＣＨで、パケット
データの送信を要求するメッセージを送信し、このメッセージは、標準ＧＭＳメッセージ
の変形である。そのメッセージ種類を決定するエレメントは、ビット構成”００１１１１
０１”を含み、パケットデータが取り扱われることを示す。ブロック”チャンネル種類”
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では、ビット構成”００００１”は移動局がパケットデータを送信するためにトラヒック
チャンネルＴＣＨへ移動すべきであり、ビット構成”１００００”は、移動局がランダム
アクセスチャンネルＲＡＣＨに留まり、このチャンネルでデータパケットを転送しなけれ
ばならないことを示す。ネットワークは、どのチャンネルを使用するか決定する。セル中
の電話トラヒックが大規模であると、送信は、トラヒックＣチャンネルで行われるが、小
規模である場合は、ランダムアクセスチャンネルＲＡＣＨが使用される。
【００６６】
　ランダムアクセスチャンネルＲＡＣＨ上の送信期間は、タイミング進みＴＡが急速に変
化するので、タイマー又はカウンタにより制限され、チャンネル予約は、他の接続要求の
形成の可能性を削除する。
【００６７】
　図１３は、第二の実施例による構成のパケットデータメッセージのフォーマットである
。各フレームには、接続の識別メッセージとして動作する８ビット序数ＳＮが備わってい
る。それは、ベース局により作成され、パケットの割当メッセージと共に移動局へ送信さ
れる。識別は、接続が終了すると解除される。識別は、ランダムアクセスチャンネルとト
ラヒックチャンネルと同じ接続に含まれるデータが統合されるので、必要となる。図１４
は、パケットデータが、ランダムアクセスチャンネルで送信される場合を示す。そのチャ
ンネル上で、パケットデータが、標準バーストとして送信される。図は、標準バーストと
してＲＡＣＨチャンネルフレームを示す。
【００６８】
　移動局は、データを送信するため移動局が使用したいチャンネルについての希望する形
式を提示することが許される。各ＴＣＨ及びＲＡＣＨフレームには、二つのコマンドビッ
トが備わり、チャンネルに後続のフレームにつき通報する。ＲＡＣＨチャンネルによる接
続は、トラヒックチャンネルＴＣＨへの移動の要求が到着すると、停止する。同様に、Ｔ
ＣＨチャンネルは、ＲＡＣＨチャンネルへの移動の要求が到着すると、停止する。フレー
ムの終わりのコマンドビットＣは、移動局のチャンネル変更要求のために利用可能であり
、更に、データ転送の終了は、これにより通報される。以上二つのビットは、以下のよう
に使用される。
　　ビット１１　＝　同じチャンネルに移動
　　ビット０１　＝　トラヒックチャンネルＴＣＨに移動
　　ビット１０　＝　共通ランダムアクセスチャンネル及び共通ページングチャンネルＰ
ＣＨへスイッチ
　　ビット００　＝　送信終了
【００６９】
　送信チャンネル上のスイッチングは、二つの方法で実施可能である。スイッチオンチャ
ンネルのコマンドが転送後、移動局は、”パケットデータチャンネル要求”メッセージで
チャンネルを要求し、チャンネル割当メッセージがデータトラヒックが行われるチャンネ
ルを選択可能となるのを待機することが許される。他の方法は、ネットワーク側のメッセ
ージを読み取り、チャンネルスイッチングがコマンドビットで要求されていれば、”パケ
ットデータ割当”メッセージは、いかなる”パケットデータ要求”メッセージもなしで送
られる。パケットは、複数のＲＬＰフレームに変換される。ＲＬＰフレームは、ＴＣＨチ
ャンネルの２２標準バーストにインタレースされる。
【００７０】
　データパケットの送信を、第二の実施例では、移動局発信モードにて説明した。パケッ
トデータがネットワークを通じて移動局へ送信される場合が、前述の説明の場合と異なる
点は、ネットワークが、共通ページングチャンネルでネットワークが送信する”パケット
データページング要求”メッセージで、移動局に将来の送信について報告するということ
のみである。このメッセージは、ＧＳＭシステムのページングの変形であり、この目的の
ために１ビットが設けられている。”００１００００１１”が、ビット構成として選択さ
れている。拡張として、メッセージにデータフィールドが加えられ、これによりユーザに
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送信されるデータが、転送される。このページングメッセージを受信すると（又は、パケ
ットを含む一連のページングメッセージ）、移動局は、接続を開き、パケットの受信確認
をする。
【００７１】
　図１５は、ネットワークを通じて移動局にデータパケットを送信する場合のイベントを
時間的に配列したものである。パケットの転送は、まず、トラヒックチャンネルで実行さ
れ、ランダムアクセスチャンネルに移動し、トラヒックチャンネルに戻り、次にランダム
アクセスチャンネルに戻る。ランダムアクセスチャンネルでは、トラヒック時間が切れ、
接続は、強制的に終了となる。
【００７２】
　本発明は、特許請求の範囲に関連するか否か、あるいはここに記述された一部又は全て
の問題を緩和するか否かにかかわらず、本明細書中で明確に又は概略的に開示した新規な
特徴、あるいはその組み合わせを包含するものである。
【００７３】
　上記説明に鑑み、当業者においては、本発明の技術思想の範囲内で種々の変形形態が可
能であることが明らかであろう。
【図面の簡単な説明】
【００７４】
【図１】セルラーネットワークを示す説明図である。
【図２】セルラーネットワークを示す説明図である。
【図３】ＧＳＭシステムの論理チャンネルを概略的に示した説明図である。
【図４】チャンネル要求の構成を示した説明図である。
【図５】仮想チャンネルの起動シグナリングを示した説明図である。
【図６】パケットデータを転送する各ステップを示した説明図である。
【図７】仮想チャンネルの終了シグナリングを示した説明図である。
【図８】チャンネルが形成された後の段階を示した説明図である。
【図９】ベース局を概略的に示したブロック図である。
【図１０】移動電話からのデータ転送を示した説明図である。
【図１１】移動電話に於けるデータ転送終了を示した説明図である。
【図１２】パケットデータメッセージのフォーマット例を示した説明図である。
【図１３】パケットデータメッセージの他のフォーマット例を示した説明図である。
【図１４】標準バースト用のＲＡＣＨフレームの配列を示した説明図である。
【図１５】ケットデータ転送の各段階を示した説明図である。
【図１６】インタフェースにて接続が遮断されるときのシグナリングを示す説明図である
。
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】
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【 図 ６ 】

【 図 ７ 】

【 図 ８ 】

【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】
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【 図 １ １ 】

【 図 １ ２ 】

【 図 １ ３ 】

【 図 １ ４ 】 【 図 １ ５ 】
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【 図 １ ６ 】
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